
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  募集期間  令和６年１月２３日（火）から 

          ３月 ４日（月）まで  １７時必着 

  補助区分   （部門名/補助率/補助上限額） 

        ■チャレンジまちづくり部門 4 分の 3 以内 20 万円 

        ■未来創造型まちづくり部門 5 分の 4 以内 50 万円 

 

 

 

令和 6 年度 市民提案による参加と協働のまちづくり事業 

まちづくり基金事業 募集要項 

鯖江市では、市民活動団体やボランティア団体等が自主・自発的に行う、まちづくりに役

立つ公益的な事業に対して助成を行っています。新しいまちづくり事業のアイデアや「やっ

てみたい」を支援し、市民活動を行う皆様の新たなチャレンジと活躍を応援します。 

ただし令和６年度まちづくり基金事業の補助金交付は、新年度予算の市議会議決が条件と

なりますので、ご留意ください。 

鯖江市総務部市民活躍課     ～みんな輝く市民活躍のまちづくり～ 

〒916-8666 鯖江市西山町 13-1 

電話：0778-53-2214  

Mail: SC-Katsuyaku＠city.sabae.lg.jp 

 

お問合せ 

申 込 先 

市民活躍 まちづくり基金 
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１ 団体要件  
対象とする団体 

・市内を拠点に活動している団体で、原則として不特定多数を対象にした社会貢献活動を行っている団体 

・応募時において、５人以上の会員で構成される団体 

・規約･会則等を持ち、予算･決算等の会計処理が行われており、自主・自立が保たれている団体 

対象としない団体 

・営利を目的とする団体 

・宗教および政治に関する活動を目的とする団体 

・公序良俗に反する活動を行う団体 

・地区区長会 

 

２ 事業要件 ※同一年度の募集に対して、１団体につき１部門１事業まで申請可能。 

対象とする事業 

・不特定多数を対象に実施する公益性を有する事業 

・市内で実施し、応募事業が２月末まで（令和７年２月２８日まで）に終了する事業 

・応募団体が自ら実施する事業で、新規の事業またはこれまでの事業を改善し著しく事業効果の向上が期 

待できる事業 

・事業の実施計画、事業効果および収支計画が明確である事業 

対象としない事業 

・設備等の整備および物品の購入を目的とする事業 

・個人給付等の補助的な事業に関する事業 

・団体の構成員が主な受益者となる事業 

・営利を目的とする事業、宗教および政治に関することを目的とする事業、公序良俗に反する事業 

・鯖江市から他の補助金を受ける事業 
 

３ 補助区分 

 チャレンジまちづくり部門 未来創造型まちづくり部門 

募集事業 
比較的小規模の公益的事業に取り組み、総事業費

が１０万円以上の事業 

鯖江を元気にし「未来のさばえ」を創る先進的な

事業に取り組み、総事業費が３０万円以上の事業 

補 助 率 

 

次の①、②のうちで低い方の金額（千円未満切捨） 

① 補助対象経費総額の４分の３以内 

② 補助事業費の総額から事業収入（入場料、売

上金、協賛金等）を差引いた額 

次の①、②のうちで低い方の金額（千円未満切捨） 

① 補助対象経費総額の５分の４以内 

② 補助事業費の総額から事業収入（入場料、売

上金、協賛金等）を差引いた額 

補助上限額 上限２０万円 上限５０万円 

審査方法 申請書類審査 ※必要に応じ審査委員会の聞き取り 申請書類、公開プレゼンテーションによる審査 

同一事業

への補助

回数限度 

平成２１年度以降の交付回数が両部門を通算し

て３回までとします。ただし、同一事業で、「未

来創造型まちづくり部門」の補助を受けた以降

は、「未来創造型まちづくり部門」のみ申請可と

します。 

平成２１年度以降の交付回数が両部門を通算し

て２回までとします。 

Ⅰ 団体要件および事業要件について 
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令和６年 １月２３日（火） 募集開始 

 

 

 

 

 

 

３月 ４日（月） 募集締切 

 

３月 中  旬  審査委員からの質問等へ回答  

                               質問表を送付いたしますので期日までに御回答ください。 

 

３月２４日（日） 審査会開催 （公開プレゼンテーション） 

場所：鯖江市役所４階多目的ホール 

              「未来創造型まちづくり部門」への応募団体は、公開プレゼンテーション(１団体５分程度) 

を行っていただきます。 

「チャレンジまちづくり部門」への応募団体は、書類審査のみのため出席不要です。 

 

 ４月 上  旬   審査結果通知 

               交付決定された団体に対し、補助金等交付指令書にて通知します。 

※交付決定された団体は市広報誌および市の公式ホームページで公表します。 

なお、自団体の審査項目別の審査結果を希望される場合は、情報を提供します。 

 

 

          ４月～ 補助金の交付 

           

           

 

令和７年 ２月 下  旬   事業完了締切日（必ず２月末までに） 

              実績報告書の提出（事業完了後すみやかに） 

 

 

 

Ⅱ 申請から補助金交付、実績報告までの流れについて 

募集 

申請書の作り方、プレゼンテーション審査会で上手にＰＲする

ための手法などについてお応えする個別無料相談窓口を開設

します。 

   期 間：令和６年１月２３日（火）～３月２２日（金） 

   場 所：鯖江市民活動交流センター ※月曜定休 

   対 応：（特非）さばえＮＰＯサポート 

（鯖江市民活動交流センター指定管理者） 

※個別無料相談窓口は事前申込制となっています。 

直接、鯖江市民活動交流センターへお申込ください。 

（℡ ０７７８－５４－７０５５） 

事業実施 
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１ 提出期限 令和６年３月４日（月）１７時必着 

 
２ 提出書類 下記の書類を全て提出してください。 

① 補助金交付申請書（様式第１号） 

② 事業計画書（様式第２号） 

③ 収支予算書（様式第３号） 

④ 団体概要書 

⑤ 団体の規約・会則等 

⑥ 団体の前年度収支決算書 

⑦ その他市長が必要と認める書類 

※提出書類⑤から⑥までについて総会資料等に記載がある場合は、代替可能です。 

 

３ 提出方法 窓口まで持参、郵送またはメールで提出 

４ 提出先  鯖江市総務部 市民活躍課 

５ その他  提出書類は返却いたしません。書類は全てコピーし、お手元に保管してください。 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅲ 提出書類について 

各様式は、市民活躍課および市民活動交流センターにあるほか、 

市ホームページからもダウンロードできます。 

            

検索 鯖江市 まちづくり基金 
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１ 補助対象経費の一覧 

   補助金の交付対象となる経費は、事業に必要な経費のうち、下記の表のとおりです。 

科目 対象経費の例 対象とならない経費の例 

賃金 事業実施のために雇ったアルバイト等の賃金 申請団体および団体構成員に対し支払う経費 

報償費 

申請団体会員以外への謝礼（講師、司会者、出

演者、専門家等） 

※謝金に変わる物品（菓子折り等）含む 

申請団体および団体構成員に対し支払う経費 

※儀礼に係る経費（手土産、花束等） 

需用費 

消耗品等の購入費 

チラシ・ポスター等の作成費や印刷費 

※イベント等の弁当・茶代は可とする 

私物と区別できないもの 

飲食費（イベント等の弁当・茶代以外のもの） 

役務費 
各種案内やチラシ配布の通信運搬に係る経費 

イベント時の保険料等 

団体の電話代、インターネット接続料等 

団体の年間活動に対する保険 

委託料 
専門的知識や技術を要する業務を外部に委託

した費用 

団体が直接実施することができるもの 

使用料及び

賃借料 

機器類の賃借料 

イベントなどの会場等の使用料 

 

その他 

事業のために必要な経費で、審査委員会が必

要かつ適切と認めたもの 

※補助対象経費となるかについては、個別に

経費の内容を審査します。 

備品購入（事業実施上、購入がやむを得ないと認

められる場合、１品３万円以下を可とする） 

領収書等により、事業実施団体が支払ったこ

とが確認できない経費 

 

２ 注意事項  

  ・交付決定日以後に事業着手（広報・参加者募集・物品の発注等）してください。 

決定日前に着手が認められた事業については、本助成の対象外となります。 

  ・事業実施に直接かかわらない、団体の経常的な運営に係る経費は対象となりません。 

  ・上記の補助対象経費となるか、慎重に確認して支出してください。 

   ご不明な点は、鯖江市市民活躍課までお問い合わせください。 

     

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 補助対象経費について 

【広報】「まちづくり基金」は、市民の皆様からの寄付金と市費を原資としていますので、補助金

交付事業を実施するときは、チラシ等に「令和〇年度まちづくり基金事業補助金交付事業」と表

示するなどの広報をお願いします。 

【事業変更】交付決定後、事業実施にあたり不可避な状況が生じた場合でも、新規と捉えられる 

事業計画変更や申請趣旨と異なる事業実施への交付金使用、交付金の増額は認められません。 

また、比較的軽微な事業計画および予算の変更であっても必ず事前に事務局へ相談してください。

許可無く事業内容を変更された場合には、補助金の返還を求める場合があります。 
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１ 審査方法  

   ・チャレンジまちづくり部門は、書類により審査します。（プレゼンテーションを行いません。） 

   ・未来創造型まちづくり部門は、審査を公開プレゼンテーションにより行います。 

   ・提出された申請書類について、審査の過程で内容への質問表を送付することがあります。 

   ・審査は、まちづくり基金事業審査委員会が行い、審査意見に基づき市が補助対象事業および補助金

額を決定します。 

２ 審査のポイント  

 チャレンジまちづくり部門 配点 未来創造型まちづくり部門 配点 

事
業
基
準 

Ａ 公益性 
・広く市民を事業の対象としているか 

・事業効果が期待できるか 10 

Ａ 公益性 
・広く市民を事業の対象としているか 

・事業効果が期待できるか 

・鯖江市や鯖江市民を元気にすることが期待

できる事業であるか 

15 

Ｂ 継続性 
・団体が事業実施に意欲的で、今後継続

的に進められる事業であるか 

5 

Ｂ 発展性・継続性 
・この補助をきっかけに、「未来のさばえ」を

創るにふさわしい新たな事業が生まれる可

能性があるか 

・団体が事業実施に意欲的で、今後継続的に

進められる事業であるか 

・企画内容が単発的、一時的でなく、持続で

きる内容であるか 

15 

Ｃ 市民ニーズの把握 
・市民ニーズの把握に努めた事業である

か 
5 

Ｃ 市民ニーズの把握 
・市民ニーズの把握に努めた事業であるか 

・地域社会の課題に取り組んだ事業であるか 
10 

Ｄ 計画性・効率性 

・事業に計画性があり、経費の配分が効

率的であるか 5 

Ｄ 計画性・効率性 

・事業に計画性があり、スケジュールに無理

がないか 

・経費の配分が効率的であり、資金計画に確

実性があるか 

10 

Ｅ チャレンジ性・新規性 
・団体にとって挑戦的な事業であるか、

もしくは既存の事業を見直し、より事

業効果が見込める事業となっているか 

・団体が新たな社会貢献活動に取り組むき

っかけとなり、地域の社会貢献活動の

活性化につながるかどうか 

20 

Ｅ 独創性・新規性・先進性 
・既存の市の施策や、市民活動に類似するも

のがなく独創性・新規性の高い事業であるか 

・まちづくりにおいて新たな方向性を示すよ

うな先進性の高い事業であるか 

20 

【新規性】こういった点が新たな取組みである、他に類似するものがない等の内容は、特に申請書に記載ください 

団
体
基
準 

ア 公益性 
・団体の活動が不特定多数の公益の増進

につながっているか（団体構成員など、

一部の者だけが利益を受けていない

か） 
5 

ア 公益性 
・団体の活動が不特定多数の公益の増進につ

ながっているか（団体構成員など、一部の

者だけが利益を受けていないか） 

5 

イ 団体の規模・活動内容 
・応募した事業に見合った規模・活動内容を

有している団体か 
5 

Ⅴ 審査について 
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１ 事業の着手 

交付決定日以後に事業着手（広報・参加者募集・物品の発注等）してください。 

申請のための事業の企画立案を行う内部会議等については、着手として扱いませんが、これに係る

経費は補助対象外経費とします。 

２ 事業内容の変更 

交付決定後、事業実施にあたり不可避な状況が生じた場合でも、新規と捉えられる事業計画変更や

申請趣旨と異なる事業実施への交付金使用、交付金の増額は認められません。 

また、比較的軽微な事業計画および予算の変更であっても必ず事前に事務局へ相談してください。 

３ 補助金の交付（概算払請求） 

    交付決定日以降に交付決定額の補助金を概算払することが可能です。 

希望する団体は、振込先が確認できるもの（通帳のコピー等）を添付し請求書を提出ください。 

４ 補助事業の中止等 

    交付決定後に事業を中止する場合、補助金交付を辞退する場合は速やかに事務局へ相談ください。 

５ 実績報告 

補助金交付を受けた団体は、事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。 

①実績報告書（様式第１０号） 

②事業精算書（様式第１１号） 

③収支決算書（様式第１２号） 

④事業評価調書（様式あり） ※事業内容の分かる当日の写真や広告物等を添付してください。  

⑤領収書の写し   

⑥その他市長が必要と認める書類 

６ 補助金額の確定 

    事業実施後に提出された実績報告書等の書類を審査し、補助金額を確定します。 

    金額の確定後、３の概算払による補助金の交付を受けていない団体は、請求書を提出ください。 

Ⅵ 事業実施と完了後の手続きについて 


